
京都府人権教育・啓発施策推進懇話会 専門委員会の設置について

１ 目 的 等

京都府人権教育・啓発推進計画（第２次）に掲げる目標達成に向けて、人権教育・啓

発に関する施策を推進するため、専門の検討が必要な事項について専門委員会を設置す

る。

専門委員会の構成は、検討事項について知見を有する懇話会委員及び外部の学識経験

者（専門委員）とする。

２ 検討事項

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

を踏まえた本府の取組の方向等

３ 専門委員及び懇話会委員

太 田 裕 之 同志社大学法学部教授（憲法）

専 門 委 員
北 村 和 生 立命館大学法科大学院教授（行政法）

薬師寺 公 夫 立命館大学大学院特別任用教授（国際法）※世界人権問題研究センター研究部長

山 本 崇 記 静岡大学人文社会科学部准教授（地域社会学）※世界人権問題研究センター研究員

懇話会委員
伊 藤 悦 子 京都教育大学教育学部教授 ※懇話会副座長

白 浜 徹 朗 弁護士

４ 今後の予定等

・第１回専門委員会を１０月２５日（火）に開催

・年度内に計３回程度開催
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